
八戸市男女共同参画  
推進庁内委員会  
（庁内の職員で構成）  
○八戸市庁の職場における

男女平等の意識啓職、  
職場環境の整備の推進  
○「はちのへプラン」の  
具体的推進及び見直し  

市    長  

市               民  

「男女共同参画社会をめざす  はちのへプラン 2006」推進体制  
（八戸市男女共同参画基本条例が法的根拠となる）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八戸市男女共同参画審議会（知識経験者・事業者・行政機関・公募で構成  15 人）  
 ○市民の代表として男女共同参画の推進のための施策等について調査審議し、  
必要に応じて意見を述べる  

（八戸市民）  

市長へ  

推  進  

男女共同参画社会をめざす  はちのへプラン  

（行  政） 

報 

告 審査・調査の要するもの  

八戸市男女共同参画推進会議  
（助役を会長に各部長で構成 18 人）  

八戸市男女共同参画推進会議幹事会  
（推進会議の下部組織として  
市民生活部次長を幹事長に関係課長

等で構成 25 人）  
○「はちのへプラン」の推進及び進捗

状況の管理を行う  

主 管 課  ・一人ひとりの意識改革  
・男女平等の視点で各職務の推進  
・各分野別にプランの推進  
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